
日影規制許可取扱い基準 

 

１．目  的 

 この基準は建築基準法第５６条の２第１項のただし書きによる許可にあたり取扱い

基準を定めて審査を円滑に行うことを目的とする。 

 

２．許可要件 

 （１）新築、増築の場合 

土地の状況等により周囲の居住環境を害しないもので、建築計画上やむを得ないもの。 

（２）既存不適格建築物（法第３条第２項の規定よる建築物）に増築、改築又は移転（以

下「増築等」という。）を行う場合 

周囲の居住環境を害せず建築計画上やむを得ないもので次の各号に該当するもの。 

（イ）増築等を行う部分の日影が、建築基準法別表第４（に）欄各号のうちから指定

する福岡市建築基準法施行条例第３５条、別表第２の右欄に掲げる各号の敷地

境界線から水平距離が５メートルを超え１０メートル以内の範囲における日影

時間は１時間を減じた日影規制値、１０メートルを超える範囲における日影時

間は３０分を減じた日影規制値に適合するもの。 

（ロ）増築等を行うことで、不適格部分の日影時間とその領域を増さないもの。ただ

し、増築等により日影規制に関する平均地盤面の位置が従前より低い位置とな

る場合は、平均地盤面が従前の位置と変わらないものとみなして適用する。 

 

３．再許可の特例 

２により許可したものに増築等を行うもので次に該当する場合は建築審査会の同意

を得たものとして処理し、その後建築審査会に報告するものとする。 

なお、許可を受けた際における敷地の区域の一部を変更する場合も同様とするが、周

囲の居住環境の状況等により特定行政庁が建築審査会の同意が必要と認める場合はこ

の限りでない。 

・２の（２）、（イ）号、（ロ）号の許可要件に適合するもの。 

 

４．許可申請書及び添付図書 

申請者は、建築基準法第５６条の２第１項ただし書きによる許可を受けようとすると

きは、許可申請書正、副、２通にそれぞれ建築基準法施行規則第１条の３第１項表１（い）

項、（ろ）項及び表２（２９）項に掲げる図書を添えて提出しなければならない。 

 

 昭和５６年２月２４日 第１８９回建築審査会同意により同日から施行 

 平成１６年３月３１日 第４６３回建築審査会同意により同日から施行 

令和２年１２月２５日 第６６１回建築審査会同意により同日から施行 

令和３年 ３月 １日 第６６３回建築審査会同意により同日から施行 

令和８年 ３月 ２日 第７１６回建築審査会同意により同日から施行 


